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作成した要望書を安城警察署交通課交通規制係へ提出 

※警察から聞き取りが予想されるため、別紙２及び別紙３の 

記載事項を可能な範囲内で調査いただき、現場の状況や規制 

の必要性を回答できるようにしてください。 

要望書を受け取り、必要な場合は交通課交通規制係が現地を確

認。実施する際に安城市との調整が必要な場合は、安城警察署

から安城市へ連絡し調整する。 

要望箇所を厳選し、愛知県警察本部へ申請 

交通規制に関する要望方法フローチャート 

要望が出た段階で、要望書（別紙１の様式を参考）を 

安城警察署長あてに作成する。 

※作成する際は必ず別紙２及び別紙３をご確認ください。 

随時受付 

検討した結果を町内会と安城市へ回答 

※ 交通規制要望は、県警察本部において県内全体の要望を加味したうえで 

実施されます。多くの要望がでている中、実施できる件数はごくわずかと 

いうことが現状のため、要望しても必ず実施できるものではないことを 

ご理解ください。 

提出された要望書の

コピーを渡す 


